
野田市一般職の職員の初任給、昇格、 

昇給等の基準に関する規則の一部を改

正する規則をここに公布する。 
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野田市規則第２号 

 

野田市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の

一部を改正する規則 

 

 野田市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則（昭和４０

年野田市規則第１号）の一部を次のように改正する。 

 別表第５のア行政職給料表(1)２０の項から３１の項までの規定中 

「       「         

  １ 

 を  

  ２ 

 に改める。 

  １   ３ 

  ２   ３ 

  ３   ４ 

  ４   ５ 

  ５   ６ 

  ６   ７ 

  ７   ８ 

  ８   ９ 

  ９   ９ 

 １０  １０ 

 １０  １１ 

      」       」   

   附 則 

 （施行期日等） 

１ この規則は、公布の日から施行し、改正後の野田市一般職の職員の初任給、

昇格、昇給等の基準に関する規則別表第５のア行政職給料表(1)の規定は、令

和６年４月１日から適用する。 

 （補則） 

２ この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。 


